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①盛土規制法に係る技術的審査について

【概要】
盛土規制法において、一定規模以上の「土地の形質変更（宅地造成及び特定盛土等）」「土石の堆積」
は、法第１２条法１項又は法第３０条第１項の規定により許可申請が必要となります。
許可要件は次のとおり。

①申請に係る工事の計画が技術的基準に適合するものであること。
②工事主に当該宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行うために必要な資力及び信用が
あること。
③工事施工者に当該宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を完成するために必要な能力が
あること。
④申請に係る工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用
貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者全ての同意を得ていること。

この内、技術的審査では「①技術的基準に適合しているか」を確認します。

宅地造成 太陽光発電 土石の堆積

崖や法面の保護、排水施設
の設置、土石の崩壊対策等
は十分かな・・・？
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②渓流等における盛土の基本的な考え方について
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②渓流等における盛土の基本的な考え方について
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【土地の形質変更（宅地造成及び特定盛土等）】
申請書[規則様式第２]に加え、以下の添付書類（図面、各種書類）が必要となります。※

③許可申請書類について

（図面関係） （各種書類関係）

技術的審査は 部の添付書類で確認を行います。

５

その他
その他知事が必要と認める書類
→流量計算書（排水施設がある場合）



【土石の堆積】
申請書[規則様式第４]に加え、以下の添付書類（図面、各種書類）が必要となります。※

③許可申請書類について

（図面関係） （各種書類関係）

技術的審査は 部の添付書類で確認を行います。

※申請書の提出を受ける土木事務所内部の事務処理上、確認を行う部署が異なるため色分けしています。

６

その他 その他知事が必要と認める書類



【チェックリスト】
前述の申請書・添付書類を作成後、チェックリストによる内容確認をお願いします。

④技術的基準の適合確認について

チェックリストのダウンロード先（宮城県HP）
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido05.html#kyoka

土地の形質変更用 土石の堆積用

図面や書類の不備はもちろん、
技術的基準を満たせているかを
確認してください！
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⑤各図面の留意点（共通）

【１：位置図】

ポイント３：
目標となる地物

ポイント１：方位
ポイント２：縮尺
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【２：地形図】

ポイント３：
土地の境界線、等高線ポイント１：方位

ポイント２：縮尺

⑤各図面の留意点（共通）
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【３：土地の平面図】

ポイント３：土地の境界線、
盛土又は切土を行う土地の部分

ポイント１：方位

ポイント２：縮尺

ポイント４：
崖や擁壁、植生工の措置等

ポイント５：
排水施設及び流末（構造）

ポイント６：
地表水の流下方向
（水色矢印）

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）

１０



【４：土地の断面図】

ポイント２：
盛土又は切土を行う前後の地盤面を明示

ポイント３：
崖面が擁壁で覆われているか

ポイント１
：縮尺

地盤面（盛土前）

地盤面（盛土後）

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）
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【５：排水施設の平面図】

ポイント３：排水施設が設置されているか
（位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れ方向）

ポイント１：方位

ポイント２：縮尺

ポイント４：吐口及び放流先があるか
（吐口の位置、放流先の名称）

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）
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【５：参考（排水施設の構造図）】

ポイント３：
ます底に泥溜めがあるか

ポイント１：
堅固で耐久性を有する構造か

ポイント２：
ます・マンホール蓋があるか

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）
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【５：参考（排水施設の構造図）】

ポイント４：
耐久性の材料で、漏水を最小限とする措置ができているか

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）
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【５：参考（排水施設の構造図）】

ポイント１：
耐久性の材料で、漏水を最小限とする措置ができているか

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）

１５



【５：参考（雨水排水流量計算書）】

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）
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【５：参考（雨水排水流量計算書）】

ポイント１：
計画流出量Ｑを流下能力流量Ｑ１を上回っているか

ポイント２：
土地利用形態ごとの流出係数の
荷重平均以上の値か

ポイント３：
降雨強度の算定は適切か

ポイント４：
排水施設区分に合った粗度係数となっているか

ポイント５：流速は0.8～3.0m/sの範囲内か

（計画流出量Q） （流下能力流量Q１）

１７

⑥各図面の留意点（土地の形質変更）



【６：崖の断面図、７：擁壁の断面図】 ポイント３：
擁壁の寸法、勾配、材質、裏込めCo、透水層、基礎地盤
の土質、水抜き穴 等

ポイント１：縮尺

ポイント２：
崖の高さ、勾配、崖面保護、土質
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⑥各図面の留意点（土地の形質変更）



【３：土地の平面図】

⑦各図面の留意点（土石の堆積）

ポイント１：方位

ポイント２：縮尺

ポイント３：
土石の堆積部分、周囲の柵・側溝等

ポイント５：
立入禁止表示

ポイント４：
適切な空地が設けられているか
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【４：土地の断面図】

ポイント２：
少なくとも直交する２つ以上の
断面図があるか

ポイント１：縮尺

※平面図

ポイント３：
地盤面の勾配が1/10以下か

２０

⑦各図面の留意点（土石の堆積）



【４：土地の断面図】

ポイント５：
周囲に柵及び側溝等があるか

ポイント４：
適切な空地が設けられているか

空地の設定
高さH=5m以下の場合、W＞H
高さH=5m超えの場合、W＞2H
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⑦各図面の留意点（土石の堆積）
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